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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年８月２６日 １１時４５分ごろ 

発生場所 静岡県焼津市沖  

 静岡県御前崎市所在の御前埼灯台から真方位０５９°１０.３海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°４１.１′ 東経１３８°２４.０′） 

事故調査の経過  平成２３年８月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 QIU
チ ュ

 JIN
ジ ン

（中華人民共和国籍）、７,９９８トン 

９１０２５３８（ＩＭＯ番号）、SHANGHAI JINJIANG SHIPPING 

CO.,LTD 

１３５.２０ｍ×２０.８０ｍ×１０.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、８３１１.００kＷ、１９９４年１１月 

Ｂ 作業船 第五大奉
たいほう

丸、１２トン 

２４３－２５１８５静岡、個人所有 

１１.９８ｍ（Lr）×３.６０ｍ×１.４５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４５０kＷ、平成５年９月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ４８歳 

中華人民共和国上海海事局発行、Ⅱ/2 Ⅳ/2 

交付年月日 ２００９年５月１８日 

（２０１４年５月１８日まで有効） 

航海士Ａ（中華人民共和国籍） 男性 ２７歳 

中華人民共和国上海海事局発行、Ⅱ/1 Ⅳ/2 

交付年月日 ２０１１年４月２１日 

（２０１６年４月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４９歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 平成４年８月１２日 

免許証交付日 平成１８年９月１９日 

（平成２４年８月１１日まで有効） 

携帯電話会社社員Ｂ 男性 ５０歳 
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 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（携帯電話会社社員Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷外板擦過傷３０～４０ｍ 

Ｂ 船首部損傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか乗組員２１人（中華人民共和国

籍）が乗り組み、静岡県静岡市清水港へ入港のため、焼津市沖を針路

０２４°（真方位、以下同じ。）速力約１５ノット（kn）で北東進し

ていた。 

Ａ船は、平成２３年８月２６日１１時４０分ごろ、当直中の航海士

Ａが右舷船首約３５°約３.５Ｍに左方へ横切るＢ船を認めた。 

航海士Ａは、両船間の距離が約１.４Ｍになった頃、衝突の危険を

感じて音響信号を発したが、Ｂ船の針路が変わらないので、右舵５°

とし、その後、両船間の距離が約０.５Ｍになった時にＢ船が左舵を

取ったように感じて舵を中央に戻した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、携帯電話の感度調査の目的で携

帯電話会社社員２人が乗船して針路２７０°速力約１８kn で自動操舵

により西進中、１１時３８分ごろ、船長Ｂが、左舷船首約３０°約４

ＭにＡ船を認めたが、その後、居眠りに陥った。 

両船は、１１時４５分ごろ、焼津市沖において、Ａ船の右舷中央部

とＢ船の船首部が衝突した。 

 後部甲板に居た携帯電話会社社員Ｂは、左目にＢ船船首部の破片が

当たって打撲を負った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 航海士Ａは、２０１１年４月２１日に免許を取得し、航海士として

の経歴は約４か月であったが、駿河湾を一週間に一度は航行してい

た。 

 Ａ船は、前部船橋型であり、Ｂ船に対して死角はなかった。 

 航海士Ａは、レーダー等によりＢ船の動静を確認することはなかっ

た。 

 Ｂ船は、船尾甲板上に測定器用の１００Ｖ電源を供給する原動機付

き発電機を搭載しており、主機のエンジン音と同発電機の音で周囲の

音が聞き取り難い状況であった。 

 船長Ｂ及び携帯電話会社社員Ｂは、Ａ船の音響信号に気付かなかっ

た。 

 本事故発生当時はかつお漁の時期であり、船長Ｂは、本事故前４０

日ほど連続して漁に出ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 
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 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、焼津市沖において、北東進中、Ｂ船は西進中、航海士Ａ

が、レーダー等によりＢ船の動静を確認せずに航行し、また、船長Ｂ

が居眠りに陥ったことから、Ａ船の右舷中央部とＢ船の船首部が衝突

したものと考えられる。 

 航海士Ａは、レーダー等でＢ船の動静を監視していれば、Ｂ船の直

進が確認でき、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられ

る。 

 船長Ｂは、かつお漁による疲労の蓄積から居眠りに陥った可能性が

あると考えられる。 

原因  本事故は、焼津市沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が西進中、航

海士Ａが、レーダー等によりＢ船の動静を確認せずに航行し、また、

船長Ｂが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・他船との衝突の虞を感じた場合は、他船の動静を正確に判断し、

できる限り早期に、かつ大幅に避航動作をとること。 

・操船中は、適切な見張りの励行と居眠り運航の防止に努めるこ

と。 

 




